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Ⅰ 業務改善助成金特例コースの概要 

 

１ 助成金の概要 

   「業務改善助成金特例コース」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が 30%以上減

少している中小企業事業者が、令和３年７月 16 日から令和３年 12 月 31 日までの間に、事業場内最低

賃金（事業場で最も低い賃金）を 30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範

囲を特例的に拡大し､その費用の一部を助成します。 

 

２ 対象となる事業場（交付要綱第２条及び別表第１） 

ⅰ）表１で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。 

ⅱ）新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和 3 年 4 月から

同年 12 月までの間の連続した任意の 3 か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30％以

上減少していること。 

※ 生産指標の減少理由については、新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限りますが、新型コ

ロナウイルス感染症以外の要因が明らかである場合を除き、幅広く認められます。 

ⅲ）令和３年７月 16 日から同年 12 月末までの間に、事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げているこ

と。 

※ 引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 30 円以内の事業場に限ります。 

※ 賃金引き上げ額が 30 円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額

が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。 

 

【表１：中小企業の定義】 

業種 ①資本金の額又は出資の総額 ②常時使用する企業全体の
労働者数 

一般産業（下記以外） 3 億円以下の法人 300 人以下 

卸売業 1 億円以下の法人 100 人以下 

サービス業 5,000 万円以下の法人 100 人以下 

小売業 5,000 万円以下の法人 50 人以下 
※ ①資本金の額又は出資の総額、②常時使用する企業全体の労働者数のいずれかの要件を 

満たすことが必要。 

 

３ 支給対象となる取組（交付要綱第４条第１項及び第２項） 

ⅰ）就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き

上げ後の賃金額を支払っていること。 

就業規則等で、「事業場内で最も低い時間当たりの賃金額（事業場内最低賃金）を 30円以上引き

上げた賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすること」を定める必要があります。 

※ 就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」（交付要綱様式第 1 号－３）

の提出でも認められます。 

ⅱ）生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。 

※ 生産性向上に役立つ設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された経費

（関連する経費）がある場合は、その費用も支払うことが必要です（詳細はＰ６参照）。 
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※ 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。 

 

４ 助成額及び助成率（交付要綱第４条、別表第１） 

上記３のⅰ、ⅱの要件を満たした場合に、ⅱで要した費用に、表２で定める助成率（３／４）を乗じ

た額又は表２の人数に応じて定める上限額のいずれか低い額を支給します。 

【表２：業務改善助成金特例コースの助成率・上限額】 

引上げ額 30 円以上 

助成率 ３／４ 

上限額 引上げ 
労働者数 

１人 30 万円 

２人～３人 50 万円 

４人～６人 70 万円 

７人以上 100 万円 
（※助成額は助成対象経費の合計額 × ３/４で計算。） 

 

（１）事業場内最低賃金の引き上げ 

ⅰ）全ての労働者を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。 

ⅱ）引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。 

ⅲ）事業場内最低賃金の者以外にも 30 円以上引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合が

あります。 

 

＜例：事業場内最低賃金９２０円を３０円引き上げる場合＞ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ○事業場内最低賃金等の計算方法について 

  ① 日給の場合：１日の所定労働時間で、賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。 

  ② 月給の場合：1ヶ月の所定労働時間で賃金額を除算して時間あたりの賃金額を算定します。 

  ③ 歩合給を含む場合：歩合給については、申請直近の１年間（雇入れ後１年に満たない者については

少なくとも３月間）の合計額を、その間の総実労働時間で除し、除した額に、固定給の時間当たり

３０円引き上げが２名のため、助成上限額５０万円となる。 

Ａ：引上げ人数としてカ

ウント 

Ｂ・Ｃ： 

 新事業場内最低賃金以

上に引き上げる必要があ

る。ただし、引上げ人数

としては、３０円以上引

き上げているＣのみ対象 

Ｄ：既に新事業場内最低

賃金より高いので、３０
円以上引き上げてもカ
ウントしない。 
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の額を加えて算定します。 

    ※ 以下の手当は最低賃金に算入しません。 

      臨時に支払われる賃金、1月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、時間外労働・

休日労働・深夜労働（22時から 5時までの労働）に対する割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、

家族手当 

 

５ 不交付要件（交付要綱第４条第３項） 

  以下に該当する場合は、交付の対象となりません。 

①  賃金額を引き上げた日から起算して３月前の日から、賃金の引上げを行って６月を経過するまで

（又は支払請求手続を行った日の前日まで）の間に、 

  ア 当該事業場の労働者を解雇した場合（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が

不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。）、その者

の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由によ

り退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合 

  イ 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合 

  ウ 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少（天災事変その他やむを得ない事由のために事業の

正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。）

を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合 

  エ 助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成

等を受けている場合 

② 過年度に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃

金額が当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合 

③ 申請書の提出日の前日から起算して１年前の日から支払請求手続を行った日の前日又は賃金額を

引き上げてから６月を経過した日のいずれか遅い日までの間に、労働関係法令に違反していること

が明らか（司法処分等）となった場合 

④ 申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去３年以内に事業場の所在地を所轄する都道

府県労働局長（以下「所轄労働局長」という。）から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律第１７条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合 

⑤ 事業者又は事業者が法人である場合、当該法人の役員若しくは事業場の業務を統括する者その他

これに準ずる者のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する者がいる事業場、暴力団員が経

営に実質的に関与している事業場及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用する

などしている事業場等であると認められた場合 

⑥ 事業主等又は事業主等の役員等（事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、役員又

は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。）が破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）第４条に規定する暴力主義的破

壊活動を行った又は行うおそれがある団体等に属している場合 

⑦ 申請書の提出日の属する年度の前年度より前のいずれかの年又は保険年度において、労働保険の

保険料の徴収等に関する法律（昭和 44年法律第 84 号）に定める徴収金を滞納している場合 

⑧ 申請手続又は支払請求手続の時点で倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特

別清算開始の申立てを行っていること又は手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っ
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ている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれら金融機関に対して

なされていること）している場合 

⑨ 不正受給が発覚した場合に、所轄労働局長等が実施する事業主等の公表について同意していない

場合など 

 

６ 助成対象となる経費（交付要綱別表第２、交付要領別紙２） 

 (１) 助成対象となる経費については、下の表３のとおり、業務改善助成金（通常コース）で定める経費

（Ａ生産性向上等に資する設備投資等を行う経費）のほか、特例コースにおいては、生産性向上等に

資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費（Ｂ関連する経

費）についても、助成対象として拡充しています。 

【表３：助成対象経費の区分】 

（交付要綱別表第２）（その１） 

A 生産性向上等に資する設備投資等の経費区分 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等
購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費 

（その２） 

B 関連する経費の区分 

広告宣伝費、改築費、備品等購入費、通信費 

（※ 関連する経費とは、生産性向上等に資する設備投資等のほか、様式第 1号別紙２の業

務改善計画全体として生産性向上が認められる場合に、生産性向上等に資する設備投資

等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画において計上された経費をいう。） 

 

 (２) 助成対象経費のＡとＢの具体例については、表４のとおりです。 

【表４：助成対象経費の具体例】 

A 生産向上等に資する設備投資等 

機械設備※、コンサルティング導入、
人材育成・教育訓練など 
※PC、スマホ、タブレットの新規購
入、貨物自動車なども対象 

B 関連する経費
※

 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室
の拡大、机・椅子の増設など 

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。 

 

 (３)「Ａ 生産向上等に資する設備投資等」について 

生産性向上等に資する設備投資等を行う経費の範囲は、交付要綱別表第２（その１）及び交付要領

別紙２の表１のとおりです。なお、下表の通常コースおいて「特例事業者」となる者に適用される範

囲と同じになります。 
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※ただし、以下の経費は「A 生産性向上等に資する設備投資等」の助成対象となりませんのでご注

意ください。（交付要領別紙２の（注７）） 

① 単なる経費削減を目的とした経費（（例）LED 電球への交換等） 

② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費（（例）エアコン設置、執

務室の拡大、机・椅子の増設等） 

③ 通常の事業活動に伴う経費（（例）事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通

信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等） 

④ 法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠ってい

た場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で

必須となる資格の取得に係る経費 

⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費 

⑥ 申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないもの 

⑦ 経費の算出が適正でないもの    など 

 

 (４)「Ｂ 関連する経費」について 

関連する経費の範囲は、交付要綱別表第２（その２）、交付要領別紙２の表２及び（注８）のとお

りですが、通常コースにおいては助成対象経費として認められない経費（上記（３）ただし書き。交

付要領別紙２（注７））のうち②及び③について、上記（２）の表４のＢに示す経費（交付要領別紙

２の（注８））に該当する場合に、特例的に助成対象として認められる経費となります。 

ただし、関連する経費については、「生産性向上等に資する設備投資等」の額を上回らない範囲に

おいて、助成対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考：通常コースの特例事業者の要件】  
次のいずれかに該当する事業者 

ⅰ）賃金要件 
     事業場内最低賃金が 900 円未満の事業場が該当。 

ⅱ）生産量要件 
     新型コロナウイルス感染症の影響により、生産量（額）又は売上高等事

業活動を示す指標（以下「生産指標」という。）の最近３か月間の平均値
が、前年又は前々年同期に比べ、30％以上減少している事業者が該当。 

（交付要領別紙２の（注８）） 
交付要綱様式第１号別紙２の業務改善計画全体として生産性向上が認められる場

合に、生産性向上等に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善
計画において計上された経費（関連する経費）は、（注７）の②及び③に該当するも
ののうち、表２に掲げる経費について助成対象と認めることができるものとする。 

ただし、関連する経費については、生産性向上等に資する設備投資等の額を上回ら
ない範囲とする。 

なお、以下に掲げるものを除き、業務改善計画全体として生産性向上が認められ、
関連する経費として適正であり、表２に掲げる経費の範囲内のものと所轄労働局長が
判断した場合は、助成対象とする。 

・事務所借料 
・光熱費 
・賃金 
・交際費 
・消耗品 



- 8 - 
 

 

Ⅱ 業務改善助成金特例コースの手続き 

 

   【手続きフローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 助成金交付申請書の提出 

業務改善計画（設備投資などの実施計画）を記載した交付申請書（様式第１号）を作成し、都道府県

労働局に提出してください。 

＜添付書類＞ 

国庫補助金所要額調書（別紙１）及び事業実施計画書（別紙２）のほか 

・ 助成対象経費の見積書（２者分） 

・ 事業活動の状況に関する申出書 

・賃金引上げを確認できる書類（賃金を引き上げた労働者に係る引き上げ前２月分（令和３年６月と

７月）及び引き上げ後２月分の賃金台帳の写し等） 

・ 就業規則等の写し等（就業規則等がない場合又は就業規則等に賃金額の定めがない場合は、事業

場内最低賃金の引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることの申出書

（要綱様式第１号―３）） 

 

２ 業務改善計画の実施 

労働局からの交付決定通知後、業務改善計画に基づき、設備投資等を行ってください。 

なお、交付決定通知書の助成金額や業務改善計画の内容など、申請書の内容が変更となる場合は、予

め計画変更申請書（様式第３号）を所轄労働局長に提出し、承認を受ける必要があります。 

 

３ 事業実績報告書の提出 

助成事業の完了後に、業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書（様式第９号）を作成し、
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都道府県労働局に提出してください。 

＜添付書類＞ 

・ 導入した設備投資等に関する書類（納品書、写真等） 

・ 経費の支出に関する書類（請求書、領収書、費用の振込みが確認できるもの等） 

 

４ 助成金の支払い 

助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書（様式第 13号）を提出してください。 

 

５ 状況報告の提出 

   助成金支給後、状況報告（様式第８号）の提出により、Ⅰの５の不交付要件①について確認します。 

・添付書類： 賃金を引き上げてから支払請求手続を行った日の前日又は賃金を引き上げてから６月

を経過した日のいずれか遅い日までに解雇等があると報告された当該労働者の賃金台帳

の写し 

         

※ 以上の手続きに係る詳細は、別添の申請書等記載例をご確認ください。 

 

 

 

Ⅲ その他 

 

１ 消費税仕入控除税額について（交付要綱第 14 条関係） 

（１）助成対象経費からの消費税額の除外について 

交付申請書の助成金申請額の算定段階において、消費税額は助成対象経費から除外して助成金額を

算定し、交付申請書を提出してください。ただし、以下に掲げる事業主については、改善事業の遂行

に支障をきたすおそれがあるため、消費税を助成対象経費に含めて助成金額を算定できるものとしま

す。 

 ① 免税事業者である事業主 

 ② 消費税簡易課税制度を選択している（簡易課税事業者である）事業主 

 ③ 消費税法別表第３に掲げる法人の事業主 

④ 自己負担額が増加する等の理由から消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する事業主 

 

（２）消費税額を含めて交付決定がなされた場合 

交付決定で消費税額を含めて交付決定がなされた後、支給申請時に消費税仕入控除税額が明らかな

場合には、消費税額を減額して報告頂くようお願いいたします。 

 

（３）消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還 

消費税額を含めて助成金を受給した事業主においては、消費税額の申告により消費税仕入控除税額

が確定した場合（仕入控除額が０円の場合も含む。）は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

報告書」（様式第 11号）を速やかに提出してください。 

具体的な作成のポイントについては、別添の申請書等記載例を参照してください。 
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２ 業務改善助成金（特例コース・通常コース）の申請窓口 

 


